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主 要 判 決 全 文 紹 介
≪知的財産高等裁判所≫

特許権侵害差止等請求承継参加申立控訴事件
（「不可欠」要件及び「生産に用いる物」要件を否定して、

間接侵害不成立とした事案）［上］（全２回）
−平成29年（ネ）第10043号「デジタル格納部を備えた電子番組ガイド」事件＜森裁判長＞−

（原審・東京地判平成28年（ワ）第37954号）

【本判決の要旨、若干の考察】

１．特許請求の範囲（請求項１）
Ａ　ユーザテレビ機器（22）上で動作する双方向テレビ番組ガイドシステムであって，
Ｂ　該システムは，複数の番組を格納するためのユーザ指示を受信したことに応答して，デジタル格
納デバイス（31）に格納されるべき該複数の番組をスケジューリングする手段と，
Ｃ　双方向テレビ番組ガイドを用いて，該ユーザテレビ機器（22）に含まれる該デジタル格納デバイス
（31）に該複数の番組をデジタル的に格納する手段と，
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